
北海道厚生局 健康福祉部

地域包括ケア推進課

地域づくり加速化事業について

R7.12.25

令和７年度 厚生労働省「地域づくり加速化事

業」ブロック別研修 資料



いつまでも元気に暮らすために･･･  

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等

■介護予防サービス・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅 等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･  

医 療
介護が必要になったら･･･  

介 護

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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出所：厚生労働省ホームページ



１．地域包括ケアの推進を図るため、以下の事業により市町村を支援する。

① 地方厚生(支)局主導・都道府県主導による支援パッケージを活用した伴走的支援の実施（全国２４か所）
・地方厚生(支)局・都道府県と連携し、市町村を支援する地域の有識者･実践者の支援スキル向上に資する研修も実施

② 自治体向け研修の実施（各地方厚生(支)局ブロックごと）
③ 地域づくり戦略や支援パッケージ(注)の改訂など地域づくりに資するツールの充実
（注）市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方法やポイントをまとめたもの。

④ 都道府県主導型の取組評価や評価を踏まえた都道府県による支援体制整備のマニュアル作成

２．高齢者の生活支援を地域の多様な主体の共創により進めるプラットフォーム（生活支援共創PF)の運用・発展

２  事業の概要・スキーム

地域づくり加速化事業
老健局認知症施策・地域介護推進課

（内線3982）

令和８年度概算要求額 76百万円（78百万円）※（）内は前年度当初予算額

【実施主体】

・国から民間事業者へ委託

【補助率】

・国10/10

【参考】

「全世代型社会保障構築を目指

す改革の道筋（改革工程）」

（令和５年12月22日閣議決定）
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生活支援共創PF（全国版）

多様な分野の全国団体が高齢者
を支える生活支援の取組を共創

していく基盤

SC・多様な主体の交流や情報発
信を行うHP、シンポジウム

活性化

＜事業イメージ＞

⚫ 地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、市町村の地域づくり促進のための支援パターンに応じたパッケージを活用し、①有識者による市
町村向け研修（全国・ブロック別）や②個別協議を実施しているなど総合事業の実施に課題を抱える市町村への伴走的支援の実施等を行ってきた。

⚫ 令和５年12月７日に取りまとめられた「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」では、地域共生社会
の実現に向けた基盤として総合事業を地域で活用する視点から、地域の多様な主体が総合事業に参画しやくする枠組みの構築を行うこととされた。

⚫ これまでの取組や検討会での議論を踏まえ、本事業をとおして総合事業の充実に向けた市町村の取組を一層推進していくために以下を行う。

① 伴走的支援を地域に根差した形で展開していくため、全国８か所の地方厚生(支)局主導及び都道府県主導による支援を行うとともに、都道府県
主導型の取組評価や評価を踏まえた都道府県による支援体制整備のマニュアル作成など、地域レベルでの取組を一層促進していく。

② 第９期介護保険事業計画期間中に総合事業の充実に集中的に取り組むことこととされており、地域の受け皿整備のために生活支援体制整備事業
を一層促進することとされていることを踏まえ、全国版の高齢者の生活支援を地域の多様な主体の共創により進めるプラットフォーム（生活支援
共創プラットフォーム）の運用及び発展を図る。

１  事業の目的

2
出所：厚生労働省ホームページ



地域づくり加速化事業における伴走的支援の概要

3

市町村の課題解決に向けた支援

アドバイザー 都道府県

厚生局

支援チーム

市町村担当課

関係者
・組織内の他部門

・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・地域住民 など

対面で対話 → 目線合わせ

One Teamで課題解決に取り組む

出所：演者作成



１回目

３回目

0.5次mtg

1.5次mtg

2.5次mtg

◆市町村の現状や課題感を報告
◆あるべき姿の目線合わせ
◆あるべき姿－現状＝課題の共有
◆解決すべき優先課題の共有

◆課題解決に必要な連携先の参加
◆あるべき姿の目線合わせ
◆課題解決に向けた役割分担等

◆目標達成に向け積み残し確認
◆積み残しの解決の目安を共有
◆今後の方向性を確認・共有

２回目

◆ 支援チームとの役割分担・支援方針の共有等
◆伴走的支援の意義・目的について、参加メンバーと共
有しておくことを強調
（単に出席は×）

◆進捗を確認
◆必要に応じ目標設定の修正等
◆新たな課題が生じてないか確認
◆２回目支援内容について協議
◆市と協議した内容を支援者間で共有

◆積み残している課題がないか、進捗を確認
◆予定通り進んでいない場合には、行動の見直し
◆当初の目標に対する達成度等の確認
◆３回目の支援内容の検討・協議

現地支援

現地支援

伴走的支援の流れの例
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あるべき姿

知る

つながる

うまれる

３回の伴走的支援を
とおして

市町村、市社協
介護・医療
産業・商業
文化・観光
住民・歴史
その他

現地支援の流れ（例）

３回の支援を通じて市町村と支援者が市町村のビジョンを尊重しつつ対話を重ね、助言等を通じて気づきを促

し、市町村のエンパワメントを図る。
現地支援

地域が
ひとつの
チームに！

出所：厚生労働省資料



地域づくり加速化事業の成果物等

市町村における地域包括システムの構築・推進や総合事業の充実、また都道府県や地方厚生局による伴走的支援に資するよう、
これまでの「地域づくり加速化事業」の成果物等を以下に掲載している。

１．地域づくり加速化事業の概要
総合事業に関する厚労省ホームページ内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html

市町村版 支援者版

３．支援パッケージ「地域づくり支援ハンドブックvol.2」
介護保険最新情報vol.1264
https://www.mhlw.go.jp/content/001257663.pdf

２．有識者による市町村向け研修、伴走的支援の報告会
令和４～６年度事業の成果物
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32951.html

総論 各論総合事業の見直しプロセス

地域づくりの本質的な視点

市町村が持つべき視点

支援者が持つべき視点

地域づくりの目的

市町村の役割と
地域支援事業

伴走支援で心がけたいこと

対話イメージ・活用ツール

多くの市町村において
課題に挙がる10のテーマ

１ 介護予防ケアマネジメント

４ 短期集中予防サービス

２ 民間活用サービス

６ 通いの場

７ 生活支援体制整備

問いのSTEP1〜7を例示

仮設と検証の繰り返しを意識
（定量・定性データの活用を含む）

高齢者の実態、
地域の実情を踏まえて、

成果につながる
総合事業デザインを促進

３ 住民主体サービス

５ 移動支援サービス

８ 認知症施策

９ 地域ケア会議

関係者との対話の留意点

地域の実情を踏まえた
地域づくりの視点

10 他省庁との連動

※令和４年度に策定したvol.1を一部改訂・市町村向けハンドブックを追加し、
令和５年度にvol.2を策定。

１．   ２． ３．

5
出所：令和7年度 地域づくり加速化事業オリエンテーション資料を一部改変

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001257663.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32951.html


✓ ３月下旬～４月下旬（令和７年度は３月２６日～４月２５日）
✓ 募集ルート・・・厚生局 道庁高齢者保健福祉課 各（総合）振興局 各市町村
✓ 支援対象市町村は各厚生（支）局ごとに３市町村程度

事業スケジュール（R７年度のもの）※R8年度は変更の可能性あり

6

支援対象市町村の募集

✓ ５月中旬～下旬 支援対象自治体決定
✓ ６月下旬～７月上旬 オリエンテーション
✓ ７～９月頃 訪問支援（１回目）※
✓ ９～11月頃 訪問支援（２回目）※
✓ 12～２月頃 訪問支援（３回目）※
✓ ３月中 報告会の開催
※各訪問支援の前後に、オンラインミーティング等を実施。

スケジュール
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